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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡易な操作で端末装置の表示画面を鮮明に読み
取ることができるスキャナー装置及び画像形成装置を提
供する。
【解決手段】スキャナー装置は、原稿台に載置された通
常の対象物を読み取る原稿画像スキャンモードと、原稿
台に載置された自発光する端末装置を読み取る表示画面
スキャンモードと、を有する。表示画面スキャンモード
において、イメージセンサーが原稿台に載置された対象
物の光を検出すると、その光量に応じて、イメージセン
サーの感度が自動的に調整される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿台に載置された通常の対象物をイメージセンサーによって読み取る第１モードと、
原稿台に載置された自発光する対象物を前記イメージセンサーによって読み取る第２モー
ドと、を有するスキャナー装置であって、
　前記原稿台に載置された対象物の光を検出する光検出部と、
　前記光検出部の検出結果に基づいて、読み取りモードを、前記第１モードあるいは前記
第２モードに切り替える制御部と、
　前記第２モードにおいて、前記光検出部によって検出された光の光量に応じて前記イメ
ージセンサーの感度を調整する調整部と、を有するスキャナー装置。
【請求項２】
　原稿台に載置された対象物に光を照射する光源を有し、
　前記制御部は、前記第２モードにおいて、前記光源を消灯させた状態で自発光する対象
物を読み取る請求項１に記載のスキャナー装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記光検出部が検出を行うときに、前記光源を消灯させる請求項２に記
載のスキャナー装置。
【請求項４】
　前記光検出部は、前記原稿台に載置された対象物を前記イメージセンサーで読み取らせ
て、前記イメージセンサーからの出力信号に基づいて前記対象物の光を検出する請求項１
から３のいずれかに記載のスキャナー装置。
【請求項５】
　前記光検出部は、前記原稿台に入射する外部入射光を非検出とする光学フィルターを有
する請求項１から４のいずれかに記載のスキャナー装置。
【請求項６】
　前記調整部は、前記光検出部によって検出された光の光量に応じて前記第２モードにお
ける前記イメージセンサーの読取速度を変更することにより、前記イメージセンサーの感
度を調整する請求項１から５のいずれかに記載のスキャナー装置。
【請求項７】
　前記イメージセンサーは、入力されるパルス信号の周期によって光信号の蓄積時間を決
定するシフトゲートを含むＣＣＤラインセンサーであって、
　前記調整部は、前記光検出部によって検出された光の光量に応じて前記バルス信号の周
期を変更することにより前記蓄積時間を変更して、前記ＣＣＤセンサーの感度を調整する
請求項１から５のいずれかに記載のスキャナー装置。
【請求項８】
　前記調整部は、前記蓄積時間に応じて前記第２モードにおける前記イメージセンサーの
読取速度を変更する請求項７に記載のスキャナー装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載のスキャナー装置を有する画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキャナー装置及び画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報技術の発展により、携帯電話やタッチパネル式のタブレット装置、その他の
端末装置が、一般ユーザーに普及している。これらの端末装置は、画像を表示する液晶画
面等の表示部を備えている。ユーザーは、前記表示部に表示された画像から、所望の情報
を入手することができる。
【０００３】



(3) JP 2015-211368 A 2015.11.24

10

20

30

40

50

　ところで、他のユーザーにも当該情報を閲覧させようとする場合、通常、ユーザーは、
他のユーザーの端末装置に画像データを送信する。しかし、前記他のユーザーが端末装置
を携帯していない場合、あるいは、周囲に通信環境が構築されていない場合がある。この
ような場合には、ユーザーの端末装置に表示された画像を直接スキャナー装置に読み取ら
せ、その読取画像をコピー機等で複写したものを他のユーザーに配布等することが考えら
れる。そして、このような閲覧機会は、端末装置の普及により益々増える傾向にある。
【０００４】
　特許文献１には、カラー原稿を読み込むカラーイメージスキャナを備える画像処理装置
が開示されている。この画像処理装置は、カラーディスプレイの色補正を行うために、原
稿を通常に読み取る読取処理と、ディスプレイの表示画面を直接に読み取る読取処理と、
を行うことができる２つの読み取りモードを有している。通常に原稿を読み取らせるとき
は、原稿照明用光源を発光される。他方、ディスプレイの表示画面を直接読み取らせると
きは、ディスプレイが自発光しているので、原稿照明用光源が消灯される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１４３３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の画像処理装置は、読み取りモードの切り替えをユーザーの手動に
よって行っており、いちいち手動で読み取りモードを切り替えなければならないのは面倒
であり、不便である。また、自発光するディスプレイから発光される光の光量によっては
、ディスプレイの表示画面を鮮明に読み取ることができないおそれがある。
【０００７】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡易な操作で端末装置
の表示画面を鮮明に読み取ることができるスキャナー装置及び画像形成装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一の局面に係るスキャナー装置は、原稿台に載置された通常の対象物をイメー
ジセンサーによって読み取る第１モードと、原稿台に載置された自発光する対象物を前記
イメージセンサーによって読み取る第２モードと、を有する。また、前記スキャナー装置
は、光検出部と、制御部と、調整部と、を有する。前記光検出部は、前記原稿台に載置さ
れた対象物の光を検出する。前記制御部は、前記光検出部の検出結果に基づいて、読み取
りモードを、前記第１モードあるいは前記第２モードに切り替える。前記調整部は、前記
第２モードにおいて、前記光検出部によって検出された光の光量に応じて前記イメージセ
ンサーの感度を調整する。
【０００９】
　本発明の他の局面に係る画像形成装置は、前記スキャナー装置を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、簡易な操作で端末装置の表示画面を鮮明に読み取ることができるスキ
ャナー装置及び画像形成装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の実施形態における複合機の構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態における複合機の機能を示すブロック図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態における複合機の動作（特にスキャナー部における各
種処理のシーケンス）を示すフローチャートである。
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【図４】図４は、本発明の実施形態における原稿台に読み取り対象物として端末装置を載
置した状態を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモード切り替え承認画面を
示す図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモードの読み取り条件の設
定選択画面を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモードの読み取り条件の原
稿サイズの選択画面を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモードで端末装置のＥＬ有
機パネルの画面を読み取った画像と、端末装置の液晶パネルの画面を読み取った画像を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、適宜図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下では
、本発明に係るスキャナー装置を備える画像形成装置として、コピー機、プリンター及び
ファクシミリ等の機能を併せ持つ複合機を例示して説明する。また、以下の実施形態は、
本発明を具体化した一例にすぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態における複合機１の要部構成を示す正面透視図である。図２
は、本発明の実施形態における複合機１の機能ブロック図である。図１及び図２に示すよ
うに、複合機１は、印刷部１０と、スキャナー部２０（スキャナー装置）と、ＧＵＩ(Gra
phical User Interface)３０と、通信部４０と、制御部５０と、記憶部５１と、を備えて
いる。
【００１４】
　印刷部１０は、制御部５０による制御の下、印刷用紙に画像を印刷して印刷物として出
力する。印刷部１０は、給紙部１１、トナー画像形成部１２、定着部１３、及び排紙トレ
イ１４等を備えている。給紙部１１は、定型の印刷用紙を複数枚（例えば、数十枚程度）
収容可能であると共に、複合機１の正面から引出し可能な給紙カセット１１ａを備えてい
る。給紙カセット１１ａに収容された複数枚の印刷用紙のうちの最上位の印刷用紙は、ピ
ックアップローラー１１ｂの駆動によって繰り出されてトナー画像形成部１２へ搬送され
る。
【００１５】
　トナー画像形成部１２は、印刷すべき画像に応じたトナー画像を印刷用紙に形成する。
トナー画像形成部１２は、感光体ドラム１２ａ、露光部１２ｂ、現像部１２ｃ、及び転写
部１２ｄ等を備えている。感光体ドラム１２ａは、印刷すべき画像に応じた静電潜像が形
成されると共に、現像されたトナー画像を担持する円筒形の感光体である。露光部１２ｂ
は、感光体ドラム１２ａの表面に静電潜像を形成するためのレーザー光を感光体ドラム１
２ａに照射する。現像部１２ｃは、静電潜像が形成された感光体ドラム１２ａにトナーを
供給することにより、静電潜像を現像してトナー画像にする。転写部１２ｄは、感光体ド
ラム１２ａに担持されているトナー画像を、給紙部１１から搬送されてきた印刷用紙に転
写する。
【００１６】
　定着部１３は、トナー画像形成部１２によって印刷用紙に転写（形成）されたトナー画
像を加熱及び加圧して印刷用紙に定着させる。また、定着部１３は、定着処理後の印刷用
紙を排紙トレイ１４へ排出（出力）する。排紙トレイ１４は、定着部１３から出力される
印刷物を溜め置きするための部位であり、印刷部１０の上部に設けられている。
【００１７】
　スキャナー部２０は、制御部５０による制御の下、ユーザーにセットされた原稿等（対
象物）を読み取り、その原稿の画像を示す原稿画像データを生成して制御部５０に出力す
る。スキャナー部２０は、原稿押さえカバー２１ａ、ＡＤＦ２１（自動原稿送り装置）、
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キャリッジ２２、コンタクトガラスなどの原稿台２３、及び原稿読取スリット２４等を備
えている。キャリッジ２２は、露光ランプ２２ａ（光源）、及びイメージセンサー２２ｂ
（光検出部）などを搭載しており、ＡＤＦ２１によって順次給紙される原稿、或いは原稿
台２３にセットされた原稿等を読み取る。イメージセンサー２２ｂは、例えば、ＣＣＤ（
Charge Coupled Device）やＣＩＳ（Contact Image Sensor）などの光電変換が可能な撮
像素子であり、受光した光の強度（光量）に応じたレベルの電気信号（電圧信号など）を
出力する。露光ランプ２２ａは、ＬＥＤなどの発光素子で構成されており、読取時に対象
物に光を照射する。
【００１８】
　キャリッジ２２はスキャナー部２０の内部で副走査方向（図１において左右方向）へ移
動可能に支持されている。キャリッジ２２の支持機構としては、レール支持機構など周知
の支持機構が採用される。キャリッジ２２は、対象物の読取時にイメージセンサー２２ｂ
に読取をさせつつ前記副走査方向へ移動される。キャリッジ２２には、ギヤやベルトなど
の駆動伝達機構を介してモーター５２が連結されている。モーター５２は、制御部５０に
よって回転制御されており、モーター５２が回転制御されることによってキャリッジ２２
の移動量や移動速度が制御される。
【００１９】
　本実施形態では、原稿台２３にセットされた原稿を読み取る場合には、キャリッジ２２
は、原稿台２３の長手方向（図１の左右方向）に移動され、その移動中に露光ランプ２２
ａから原稿台２３の裏面へ向けて光が照射される。これにより、副走査方向へ光が走査さ
れる。そして、原稿台２３にセットされた対象物から反射した反射光がイメージセンサー
２２ｂに入射されると、イメージセンサー２２ｂは、反射光に基づく電気信号を前記対象
物の画像データとして制御部５０に入力する。これにより、原稿等の対象物の画像データ
が読み取られる。これに対し、ＡＤＦ２１から給紙される原稿を読み取る場合には、キャ
リッジ２２は、原稿読取スリット２４に対向する位置（原稿読取スリット２４の下方の位
置）に移動される。そして、ＡＤＦ２１から順次給紙される原稿に対して原稿読取スリッ
ト２４を介して光を照射して、その反射光をイメージセンサー２２ｂが受光することによ
り、原稿の画像データが読み取られる。
【００２０】
　本実施形態のイメージセンサー２２ｂは、原稿台２３に入射する外部入射光を非検出と
する光学フィルター２２ｃを有している。本実施形態の光学フィルター２２ｃは、例えば
バンドパスフィルターから構成されている。光学フィルター２２ｃは、イメージセンサー
２２ｂに入る光のうち、外部入射光成分の波長を透過させないようにする。これにより、
イメージセンサー２２ｂに入射する外乱を排除する。具体的に、光学フィルター２２ｃは
、蛍光灯成分の波長（例えば三波長型蛍光灯であれば４９０ｎｍ、５４０ｎｍ、６１０ｎ
ｍにピーク）をカットするように設定されている。これにより、イメージセンサー２２ｂ
は、後述する端末装置の表示画面の光（例えば液晶バックライトの白色ＬＥＤ（Light Em
itting Diode）であれば４７０ｎｍ、５８０ｎｍにピーク）を外乱の影響なく検出するこ
とができる。
【００２１】
　ＧＵＩ３０は、ユーザーによる操作に応じた信号（操作信号）を制御部５０に出力する
と共に、制御部５０による制御に応じて複合機１の状態を示す情報等の各種情報を表示す
る。ＧＵＩ３０は、操作キー３１、及び操作表示部３２を備えている。操作キー３１は、
コピースタートキー、コピーストップ／クリアキー、テンキー（数値入力キー）、及び機
能切替キー等のハードキーである。なお、機能切替キーとは、複合機１で実現されるコピ
ー機能、プリント機能、スキャン機能、及びファクシミリ機能の各々をユーザーが使用す
る場合に、各機能の動作モードへ複合機１を切り替える為のキーである。
【００２２】
　操作表示部３２は、表示部３２ａと、操作部３２ｂとを備えている。表示部３２ａは、
制御部５０による制御の下、所定の画像を表示する。操作部３２ｂは、表示部３２ａの表
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示画面上で行われた操作に応じた操作信号を制御部５０に出力する。なお、表示部３２ａ
は、例えば液晶パネル或いは有機ＥＬパネルである。また、操作部３２ｂは、例えば表示
部３２ａの表示画面に対向配置されたタッチパネルであり、上記操作信号としてユーザー
に押下された部位の座標を示す信号を出力する。
【００２３】
　通信部４０は、相手先ファクシミリやパーソナルコンピューター等の外部機器との通信
を行うものであり、ファクシミリ通信部４１及びネットワークＩ／Ｆ部４２を備える。
【００２４】
　制御部５０は、ＧＵＩ３０から入力された操作信号、及び通信部４０を介して外部機器
から受信した信号に基づいて、複合機１の全体動作を統括制御する。制御部５０は、内部
メモリ、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、及び他の各部とのデータ授受を行う各種
入出力インターフェース回線等から構成される。
【００２５】
　制御部５０は、スキャナー部２０の読み取りモードを、通常原稿スキャンモード（第１
モード）と、表示画面スキャンモード（第２モード）と、に切り替えることができる。前
記通常原稿スキャンモードは、原稿台２３に載置された通常の対象物（原稿等）を読み取
るモードである。前記表示画面スキャンモードは、原稿台２３に載置された自発光する対
象物（携帯電話、スマートフォン、タブレット装置等）の表示画面（液晶画面、有機ＥＬ
画面等）を読み取るモードである。表１に、通常原稿スキャンモードの読み取り条件と、
表示画面スキャンモードの読み取り条件の初期設定の一例を示す。
【００２６】

【表１】

【００２７】
　表１に示すように、表示画面スキャンモードでは、通常原稿スキャンモードのように規
格により定められた定型サイズではなく、端末装置の種類（携帯電話、スマートフォン、
タブレット装置）毎に読み取る原稿サイズが予め設定されている。また、表示画面スキャ
ンモードでは、通常原稿スキャンモードよりも、露光ランプ２２ａの照明条件が異なって
いる。具体的には、通常原稿スキャンモードでは露光ランプ２２ａは点灯されるが、表示
画面スキャンモードでは露光ランプ２２ａが消灯される。また、表示画面スキャンモード
では、初期設定において、通常原稿スキャンモードよりも、イメージセンサー２２ｂの読
み取り解像度（ＤＰＩ（Dots Per Inch））が高く設定されている。また、通常原稿スキ
ャンモードではＣＣＤなどのイメージセンサー２２ｂの感度が既定値となるように設定さ
れているが、表示画面スキャンモードではイメージセンサー２２ｂの感度が自動的に調整
された値に設定される。
【００２８】
　記憶部５１は、表示画面スキャンモードの複数の読み取り条件を記憶している。複数の
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読み取り条件は、例えば、端末装置の種類（携帯電話、スマートフォン、タブレット装置
）毎に設定されている。また、詳細は後述するが、本実施形態の制御部５０は、イメージ
センサー２２ｂによる光検出結果に基づいて、スキャナー部２０の読み取りモードを、通
常原稿スキャンモードあるいは表示画面スキャンモードに自動で切り替えるようになって
いる。
【００２９】
　次に、上述のように構成された複合機１の動作について説明する。図３は、本発明の実
施形態における複合機１の動作（特にスキャナー部２０における各種処理のシーケンス）
を示すフローチャートである。ある対象物の画像をスキャナー部２０に読み取らせる場合
、先ず、ユーザーは、原稿台２３に対象物をセットして、原稿カバー２５を閉じる。原稿
台２３には、原稿押さえカバー２１ａの開閉を検知するためのセンサー（不図示）が設け
られている。制御部５０は、原稿押さえカバー２１ａが閉じられたときの前記センサーの
出力信号の変動に基づいて、原稿押さえカバー２１ａが閉じられたかどうかを判定する（
ステップＳ１）。
【００３０】
　図４は、本発明の実施形態における原稿台２３に読み取り対象物として端末装置Ｓが載
置された状態を示す図である。図４に示すように、ユーザーは、ＡＤＦ２１が一体的に設
けられた原稿押さえカバー２１ａを開けて、通常の原稿と同じように、端末装置Ｓを原稿
台２３の奥隅の角に合わせてセットする。ここで、対象物が、端末装置Ｓのように厚みが
あるものである場合は、原稿押さえカバー２１ａが半開きとなり、原稿台２３には外乱光
が入射することとなる。
【００３１】
　次に、制御部５０は、原稿台２３に載置された対象物の光を検出するための光検出スキ
ャンを実行させる（ステップＳ２）。光検出スキャンは、例えばユーザーが操作キー３１
のスタートキーを操作したことをトリガーとして実行される。この光検出スキャンは、原
稿台２３に載置された対象物をイメージセンサー２２ｂで読み取らせて、イメージセンサ
ー２２ｂからの出力信号に基づいて対象物の光を検出する動作である。言い換えると、光
検出スキャンとは、キャリッジ２２が原稿台２３の長手方向に移動しながらイメージセン
サー２２ｂによって、原稿台２３に載置された対象物（端末装置Ｓ）からの光の有無を検
出する動作である。このように制御部５０がイメージセンサー２２ｂに光検出スキャンを
実行させることにより、本発明の光検出部が実現される。
【００３２】
　制御部５０は、原稿台２３に載置された対象物が自発光するものであるか否かを判定す
るために、前記光検出スキャンを実行させる。光検出スキャンは、通常の原稿スキャンと
は異なる。通常の原稿スキャンでは、露光ランプ２２ａから対象物に光を照射する。しか
し、光検出スキャンにおいては、露光ランプ２２ａからの光の照射は光検出の妨げとなる
。したがって、制御部５０は、イメージセンサー２２ｂに光検出スキャンを実行させると
きに、露光ランプ２２ａを消灯させる。これにより、イメージセンサー２２ｂは、対象物
が発する光（液晶画面のバックライト等）を検出できるようになり、ステップＳ２におけ
る光検出が可能となる。
【００３３】
　また、本実施形態では、イメージセンサー２２ｂが原稿台２３に入射する外部入射光を
非検出とする光学フィルター２２ｃを有している。図４に示すように、対象物が厚みのあ
る端末装置Ｓである場合、原稿台２３に対して原稿押さえカバー２１ａを完全に閉じるこ
とができない。このとき、光学フィルター２２ｃで、原稿台２３に入射してくる外部入射
光（例えば蛍光灯成分の波長）を透過させないようにしている。この結果、イメージセン
サー２２ｂは原稿台２３に載置された対象物からの光のみを検出できるようになり、ステ
ップＳ２における光検出の精度が向上する。
【００３４】
　次に、制御部５０は、光検出スキャンの結果、イメージセンサー２２ｂが対象物の光を
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検出したか否かを判定する（ステップＳ３）。具体的には、イメージセンサー２２ｂから
出力された電気信号のレベルが予め定められた閾値よりも大きい場合は、対象物からの光
を検出したと判定する。ステップＳ３の判定で「ＹＥＳ」の場合、すなわち原稿台２３に
載置された対象物が、端末装置Ｓ等の自発光する対象物であると判定された場合、制御部
５０はステップＳ４に移行する。一方、ステップＳ３の判定で「ＮＯ」の場合、すなわち
原稿台２３に載置された対象物が、端末装置Ｓ等の自発光する対象物でなく、通常の原稿
であると判定された場合、制御部５０はステップＳ２０に移行する。
【００３５】
　ステップＳ２０に移行した場合、制御部５０は、スキャナー部２０の読み取りモードを
上述した通常原稿スキャンモードに切り替える。そして、ユーザーによってスタートキー
が操作されると（ステップＳ２１）、通常原稿スキャン（露光ランプ２２ａは点灯）を実
行し（ステップＳ２２）、スキャン終了後に、一連のスキャンシーケンスを終了する。他
方、ステップＳ４に移行した場合、制御部５０は、スキャナー部２０の読み取りモードを
上述した表示画面スキャンモードに切り替える前に、表示画面スキャンモード切り替え承
認画面を表示部３２ａに表示させる。
【００３６】
　図５は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモード切り替え承認画面を示す図
である。制御部５０は、図５に示すように、表示部３２ａに、表示画面スキャンモード切
り替え承認ボタン１００ａと非承認ボタン１００ｂとを表示させる。制御部５０は、「は
い」の承認ボタン１００ａが押下されたか、あるいは、「いいえ」の非承認ボタン１００
ｂが押下されたかを判定する（ステップＳ５）。ステップＳ５は、スキャナー部２０の読
み取りモードの切り替え前に、ユーザーに事前確認をとるものである。
【００３７】
　ステップＳ５の判定で「ＹＥＳ」の場合、すなわち原稿台２３に載置した対象物が端末
装置Ｓ等の自発光する対象物であって、承認ボタン１００ａが押下された場合は、ステッ
プＳ６に移行する。一方、ステップＳ５の判定で「ＮＯ」の場合、すなわち原稿台２３に
載置した対象物が実際は通常の原稿で、光検出スキャンの誤検出等によるユーザーが意図
しないモード切り替えであり、その結果、非承認ボタン１００ｂが押下された場合は、ス
テップＳ２０に移行する。
【００３８】
　ステップＳ２０に移行した場合、制御部５０は、スキャナー部２０の読み取りモードを
上述した通常原稿スキャンモードに切り替える。そして、ユーザーのスタートキーの操作
を待って（ステップＳ２１）、通常原稿スキャン（露光ランプ２２ａは点灯）を実行し（
ステップＳ２２）、スキャン終了後に、一連のスキャンシーケンスを終了する。
【００３９】
　他方、ステップＳ６に移行した場合は、制御部５０は、スキャナー部２０の読み取りモ
ードを上述した表示画面スキャンモードに切り替える。このとき、制御部５０は、表示画
面スキャンモードの初期設定値を、表１に示された条件に設定する。具体的には、制御部
５０は、露光ランプ２２ａの設定を「消灯」に設定し、読み取り解像度を６００ＤＰＩに
設定する。表示画面スキャンモードにおける読取時に露光ランプ２２ａから光が照射され
ると、対象物が発する光と干渉して鮮明な画像データが得られないことがある。そのため
、本実施形態の表示画面スキャンモードでは、露光ランプ２２ａが消灯されて、対象物が
発する光だけをイメージセンサー２２ｂに受光させるようにして、対象物の画像データが
読み取られる。この場合、イメージセンサー２２ｂの感度が既定値だと、対象物によって
光の輝度（光量）が異なると、イメージセンサー２２ｂは十分な光を受光することができ
ない場合がある。例えば、対象物としての端末装置Ｓの表示画面からの光の光量が少ない
場合は暗い画像データが読み取られ、前記光量が多すぎると明るすぎる画像データが得ら
れることになる。実際に、端末装置Ｓの表示画面が液晶パネルの場合と有機ＥＬパネルの
場合とでは、発光メカニズムの違いから液晶パネルのバックライトのほうが輝度が大きい
。そのため、一定の感度に設定されたイメージセンサー２２ｂで両者の表示画面を読み取
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らせたときの画像データの質に差が生じる。具体的には、液晶パネルの読取画像（図８（
Ｂ）参照）の方が鮮明であり、有機ＥＬパネルの読取画像（図８（Ａ）参照）は鮮明さに
見劣る結果となる。ここで、図８（Ａ）は、本発明の実施形態における表示画面スキャン
モードで端末装置Ｓの有機ＥＬパネルの画面を読み取った画像である。図８（Ｂ）は、表
示画面スキャンモードで端末装置Ｓの液晶パネルの画面を読み取った画像である。図８（
Ａ）に示すように、有機ＥＬパネルの画面を読み取った場合には、真っ暗になって画面の
識別ができないことが分かる。一方、図８（Ｂ）に示すように、液晶パネルの画面を読み
取った場合には、画面の識別ができていることが分かる。このため、本実施形態では、表
示画面スキャンモードの初期設定として、イメージセンサー２２ｂの感度を対象物の自動
調整に設定している。なお、イメージセンサー２２ｂの感度の自動調整については後述す
る。
【００４０】
　ステップＳ６の後に、制御部５０は、表示画面スキャンモードにおける読み取り条件の
詳細な設定選択画面を表示部３２ａに表示させる（ステップＳ７）。
【００４１】
　図６は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモードの読み取り条件の設定選択
画面を示す図である。制御部５０は、図６に示すように、表示部３２ａに、初期値に設定
された表示画面スキャンモードの読み取り条件を個別に変更するためのボタン１０１ａ～
１０１ｃを表示させる。本実施形態では、ボタン１０１ａが「原稿サイズの選択」であり
、ボタン１０１ｂが「カラーの設定」であり、ボタン１０１ｃが「解像度の設定」のボタ
ンとなっている。「原稿サイズの選択」では、端末装置Ｓの表示画面に応じた読取範囲を
設定することができる。「カラーの設定」では、読取画像のデータをフルカラー、グレー
スケール、モノクロに設定することができる。「解像度の設定」では、初期設定された解
像度６００ｄｐｉを任意の値に設定することができる。ユーザーは、必要に応じてボタン
１０１ａ～１０１ｃを操作し、読み取り条件を選択または変更する（ステップＳ８）。な
お、本実施形態では、上述したように、表示画面スキャンモードでは露光ランプ２２ａが
消灯された状態で読み取られる。そのため、図６における前記設定選択画面では、表示画
面スキャンモード時の露光の設定はできず、露光の設定は初期設定のままとなる。つまり
、露光の設定は、「消灯」に設定された状態から変更することはできない。
【００４２】
　図７は、本発明の実施形態における表示画面スキャンモードの読み取り条件の原稿サイ
ズの選択画面を示す図である。制御部５０は、「原稿サイズの選択」のボタン１０１ａが
押下された場合、図７に示すように、表示部３２ａに、「自動サイズ検知」のボタン１０
２と、「サイズ入力」のボタン１０３と、予め記憶部５１に記憶された読み取り条件（原
稿サイズ）である「携帯電話」のボタン１０４ａ、「スマートフォン」のボタン１０４ｂ
、「タブレット」のボタン１０４ｃと、を表示させる。
【００４３】
　「自動サイズ検知」のボタン１０２は、通常の原稿のサイズを自動検知する要領で端末
装置Ｓ等の自発光する対象物の原稿サイズを検知する処理を制御部５０に指示するための
ものである。「サイズ入力」のボタン１０３は、例えば端末装置Ｓが新製品や非定型製品
等である場合に、ユーザーが手動により原稿のサイズを入力するものである。ボタン１０
４ａ～１０４ｃは、原稿台２３に載置した自発光する対象物が「携帯電話」、「スマート
フォン」、「タブレット装置」のいずれかである場合に、それらに対応するボタンをユー
ザーが押下するためのものである。ユーザーは、いずれかのボタンを押下することにより
、そのボタンに対応した読み取り条件であって、予め記憶しておいた読み取り条件に容易
に設定することができる。
【００４４】
　本実施形態では、ユーザーが「携帯電話」、「スマートフォン」、「タブレット装置」
のボタン１０４ａ～１０４ｃのいずれかを選択して押下した場合、対応する適切な「原稿
サイズ」が設定される。これにより、ユーザーが読み取り対象物の種類（本実施形態では
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、携帯端末、スマートフォン、タブレット装置）を選択するだけで、制御部５０は最適な
「原稿サイズ」を自動的に設定し、その対象物の表示画面の読み取りを行わせることがで
きる。なお、個別に設定を変更したい場合には、ユーザーは、図６に示す画面に戻って、
「原稿サイズの選択」を操作して、任意のサイズに設定することができる。
【００４５】
　次に、制御部５０は、イメージセンサー２２ｂの感度を自動的に調整する（ステップＳ
９）。具体的には、ステップＳ２における光検出スキャンが行われたときにイメージセン
サー２２ｂで受光された光の光量に応じて、イメージセンサー２２ｂの感度を自動的に調
整する。
【００４６】
　イメージセンサー２２ｂの感度の調整方法としては、読み取られる表示画面の単位面積
当たりからの反射光の光量を増減する方法があり、具体的には、キャリッジ２２の移動速
度を調整して前記光量を増減する方法が考えられる。本実施形態では、前記光検出スキャ
ン時に得られた光量に比例してキャリッジ２２の移動速度を変更する。例えば、自発光す
る対象物から画像読取に十分な光量が得られない場合は、キャリッジ２２の移動速度が通
常の読取時の速度よりも遅くされる。つまり自発光の光量が基準光量（例えば通常の読取
時の光量）よりも小さい場合は、キャリッジ２２の移動速度がその光量に比例して減速さ
れる。一方、自発光の光量が前記基準光量よりも大きい小さい場合は、キャリッジ２２の
移動速度がその光量に比例して増速されて、読取時間の短縮が図られる。ここで、キャリ
ッジ２２の移動速度の調整は、キャリッジ２２を駆動させるモーターの回転速度を制御す
ることにより行われる。
【００４７】
　イメージセンサー２２ｂの感度の調整が終了すると、次に、制御部５０は、ユーザーの
スタートキーの操作を待って（ステップＳ１０）、表示画面スキャンを実行させる（ステ
ップＳ１１）。
【００４８】
　このように、表示画面スキャンモードの読み取りの際には、露光ランプ２２ａを消灯さ
せるだけでなく、イメージセンサー２２ｂの感度が光検出スキャン時に得られた光量に応
じた感度となるようにキャリッジ２２の移動速度が調整される。このため、自発光する対
象物からの光量が十分でない場合でも、前記移動速度の調整によってイメージセンサー２
２ｂの感度が読取に適切な感度に調整される。これにより、簡易な操作で自発光する端末
装置Ｓの表示画面を発光量にかかわらず鮮明に読み取ることができる。なお、連続して別
の表示画面をスキャンさせる場合には、別の表示画面に切り替えられた端末装置Ｓを原稿
台２３にセットした後に、原稿カバー２１ａを閉じると、制御部５０は、ステップＳ９に
戻り、ステップＳ９以降の処理を繰り返す。一方、次の表示画面をスキャンさせない場合
には、表示画面スキャンモードのスキャンシーケンスを終了する。
【００４９】
　このように、上述した実施形態によれば、上述のようにイメージセンサー２２ｂが原稿
台２３に載置された対象物の光を検出したときに、制御部５０は、読み取りモードを自動
的に通常の通常原稿スキャンモードから、自発光する対象物専用の表示画面スキャンモー
ドに切り替える。したがって、ユーザーは、複雑な操作をすることなく、簡易な操作で端
末装置Ｓの表示画面を読み取らせることができるようになる。このため、簡易な操作で端
末装置Ｓの表示画面を読み取ることができるスキャナー部２０及び複合機１が得られる。
【００５０】
　また、制御部５０は、表示画面スキャンモードの読み取りの際に、露光ランプ２２ａを
消灯させ、更に、イメージセンサー２２ｂ感度を光検出スキャン時に得られた光量に応じ
た感度に調整するため、自発光する端末装置Ｓの表示画面をその発光量にかかわらず鮮明
に読み取ることができる。
【００５１】
　以上、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記
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実施形態に限定されるものではない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形
状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等
に基づき種々変更可能である。
【００５２】
　上述の実施形態では、イメージセンサー２２ｂの感度をキャリッジ２２の移動速度の増
速によって調整する形態について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、イ
メージセンサー２２ｂがＣＣＤである場合は、以下のようにしてＣＣＤの感度が調整され
る。具体的には、一般に、ＣＣＤは、入力されるパルス信号の周期によって光信号の蓄積
時間を決定するシフトゲートを含んでいる。前記シフトゲートは、ＣＣＤのフォトダイオ
ードに蓄積された光信号による信号電荷をＣＣＤのシフトレジスタへ移動して、順次出力
する役割を果たす電子素子である。したがって、前記ＣＣＤにおいて、シフトゲートに対
するパルス信号（シフトパルス）の周期を変更することにより、前記蓄積時間を変更して
、ＣＣＤの感度を調整するようにしてよい。例えば、表示画面スキャンモードでの読取に
対して光量が不足しており、その読取光量を２倍にする場合は、前記パルス信号の周期を
２倍にして、蓄積時間を２倍にし、感度を増加させる。この場合、前記蓄積時間の変化に
応じて前記表示画面スキャンモードにおけるＣＣＤの読取速度（キャリッジ２２の移動速
度）を半分にすることが好ましい。これにより、副走査方向の解像度が変動せずに一定と
なり、読取画像が安定する。
【００５３】
　また、上述の実施形態では、対象物の画像を読み取るイメージセンサー２２ｂを光検出
部として兼用した形態について説明したが、本発明はこれに限定されず、光検出部として
別途専用の光検出センサーを設けることもできる。
【００５４】
　また、上述の実施形態では、次の表示画面スキャンを行う場合には、ステップＳ９以降
の処理を繰り返し実行すると説明したが、先に読み取られた画像を、例えば図６に示す画
面にプレビュー表示させ、それと共に、イメージセンサー２２ｂの感度調整ボタンを表示
し、適宜感度調整をできるようにしてもよい。
【００５５】
　また、上述の実施形態では、本発明に係る画像形成装置として複合機１を参照しながら
説明したが、本発明はこれに限定されず、コピー機などの他の画像形成装置に適用するこ
とができる。また、本発明は、画像形成装置と分離したスキャナー装置単体に適用するこ
とができる。この場合には、制御部等の構成要件はスキャナー装置に設けられる。
【符号の説明】
【００５６】
１：複合機（画像形成装置）
２０：スキャナー部（スキャナー装置）
２２ａ：露光ランプ（光源）
２２ｂ：イメージセンサー（光検出部）
２２ｃ：光学フィルター
２３：原稿台
５０：制御部
５１：記憶部
５２：モーター
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